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徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

富
田
製
薬
株
式
会
社

住

所

鳴
門
市
瀬
戸
町
明
神
字
丸
山
八
五
番
地
一

代
表
者

代
表
取
締
役

富
田
純
弘

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

富
田
製
薬
株
式
会
社

本
社
工
場

所
在
地

鳴
門
市
瀬
戸
町
明
神
字
丸
山
八
五
番
地
一

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
十
七
号
ロ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設
及
び
同
号
ハ
に
規
定
す
る
分
離
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
鳴
門
市
市
民
環
境
部
環
境
政
策
課



徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二

年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

令
和
三
年
二
月
二
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら

二

試
験
の
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁

三

試
験
科
目

１

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

２

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

３

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能

四

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

五

受
験
願
書
等
の
請
求
先

徳
島
県
総
合
県
民
局
、
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
又
は
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
消
費
者
く
ら
し
安

全
局
安
全
衛
生
課
（
徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地
）

六

受
験
願
書
等
の
配
布
期
間

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
令
和
三
年
一
月
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
徳
島
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「

県
の
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

七

受
験
願
書
等
の
提
出
期
間

令
和
三
年
一
月
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
と

す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
と
し
、
同
月
十
二
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

受
け
付
け
る
。

八

受
験
願
書
等
の
提
出
先

受
験
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
と
す
る
。
た
だ

し
、
県
外
居
住
者
に
あ
っ
て
は
、
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局
安
全
衛
生
課
に
提

出
す
る
こ
と
。

九

受
験
願
書
の
添
付
書
類

１

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
に
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
・
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
を
貼
付
す
る
こ
と
。
）

２

受
験
票

十

受
験
手
数
料

七
千
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

十
一

持
参
す
る
も
の

受
験
票
及
び
筆
記
具

十
二

合
格
発
表



令
和
三
年
二
月
十
日
（
水
曜
日
）
に
県
庁
西
側
掲
示
板
及
び
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
合
格
者
の
受

験
番
号
を
発
表
す
る
。

十
三

得
点
の
開
示

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点
の
開
示
を
希
望
す
る
者
（
受
験
者
本
人
に
限
る
。

）
は
、
合
格
者
の
発
表
の
日
か
ら
一
月
以
内
（
県
の
休
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

）
に
、
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局
安
全
衛
生
課
へ
顔
写
真
の
添
付
さ
れ
た
自
ら

を
証
す
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。

十
四

試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
消
費
者
く
ら
し
安
全
局
安
全
衛
生
課
（
電
話
〇
八
八－

六
二
一－

二
二
六

四
）
、
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局



徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
二
年
十
二
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

リ
ヴ
・
フ
リ
ー
リ
ー
株
式
会

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
一
一
番

す
ず
な
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ

徳
島
市
山
城
西
三
丁
目
一
九

訪
問
介
護

令
和
二
年
十
一
月

社

地
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ビ
ル
二
階

ョ
ン

一
日

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
徳
島

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
堤
下
一
二

同

同

二
丁
目
九
番
地

北

－

六



徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
二
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

医
療
法
人
倚
山
会

徳
島
市
東
山
手
町
一
丁
目
四
一

咲
く
ら
訪
問
看
護
ス
テ

徳
島
市
万
代
町
四
丁
目
二
番
地

訪
問
看
護

令
和
二
年
九
月

令
和
二
年
十
月

番
地
六

ー
シ
ョ
ン
万
代

二

二
十
四
日

三
十
一
日

有
限
会
社
美
馬
電
器

同

佐
古
四
番
町
五
番
二
一

有
限
会
社
美
馬
電
器
商

同

佐
古
四
番
町
五
番
二
一

福
祉
用
具
貸

同

十
一

同

十
一

商
会

号

会

号

与

月
九
日

月
六
日

特
定
福
祉
用

同

同

具
販
売



徳
島
県
告
示
第
七
百
四
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
二
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

医
療
法
人
倚
山
会

徳
島
市
東
山
手
町
一
丁
目
四
一

咲
く
ら
訪
問
看
護
ス
テ

徳
島
市
万
代
町
四
丁
目
二
番
地

介
護
予
防
訪

令
和
二
年
九
月

令
和
二
年
十
月

番
地
六

ー
シ
ョ
ン
万
代

二

問
看
護

二
十
四
日

三
十
一
日

有
限
会
社
美
馬
電
器

同

佐
古
四
番
町
五
番
二
一

有
限
会
社
美
馬
電
器
商

同

佐
古
四
番
町
五
番
二
一

介
護
予
防
福

同

十
一

同

十
一

商
会

号

会

号

祉
用
具
貸
与

月
九
日

月
六
日

特
定
介
護
予

同

同

防
福
祉
用
具

販
売



徳
島
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
沖
浜
店

徳
島
市
沖
浜
東
三
丁
目
六
二
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
二
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徳
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

駐
車
需
要
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

駐
車
場
の
必
要
台
数
を
十
分
に
確
保
し
、
周
辺
市
道
の
交
通
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
対
策
を
講

じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
に
つ
い
て
駐
車
場
法
等
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

大
規
模
地
震
発
生
に
伴
う
津
波
が
到
達
し
た
場
合
に
従
業
員
及
び
来
店
客
が
津
波
避
難
ビ
ル
等
の

緊
急
避
難
場
所
へ
移
動
す
る
為
の
動
線
の
確
保
（
最
短
と
な
る
方
向
を
柵
等
で
囲
わ
な
い
こ
と
）

駐
車
場
内
の
動
線
交
錯
部
や
、
出
入
口
に
そ
れ
ぞ
れ
一
時
停
止
等
の
路
面
表
示
等
を
行
い
、
安
全

に
配
慮
さ
れ
た
い
。

出
入
口
２
の
出
庫
に
お
い
て
は
混
雑
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
左
折
出
庫
を

促
す
よ
う
矢
印
の
路
面
表
示
を
行
う
等
、
交
通
渋
滞
対
策
及
び
安
全
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

２

歩
行
者
の
通
行
の
利
便
の
確
保
等

全
て
の
人
が
安
全
か
つ
快
適
に
利
用
で
き
る
施
設
と
な
る
よ
う
配
慮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

歩
行
者
の
通
行
安
全
を
確
保
し
、
周
辺
市
道
へ
の
損
傷
が
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た

い
。

３

廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮

店
舗
内
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
燃
や
せ
る
ご
み
、
資
源
ご
み
に
分
別
し
、
ご

み
の
減
量
化
を
図
る
と
と
も
に
、
資
源
ご
み
に
つ
い
て
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

古
紙
類
（
新
聞
紙
、
雑
誌
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
、
コ
ピ
ー
用
紙
等
）
は
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
た
め
に
古
紙

問
屋
に
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

一
般
廃
棄
物
の
発
生
の
抑
制
及
び
再
利
用
並
び
に
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
つ
い
て
は
、
徳

島
市
の
施
策
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

４

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

大
規
模
地
震
発
生
時
に
お
け
る
津
波
避
難
場
所
の
提
供
等
、
地
域
防
災
力
の
向
上
へ
の
協
力
を
お

願
い
し
た
い
。

５

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

空
調
室
外
機
の
作
動
音
、
荷
さ
ば
き
音
及
び
自
動
車
の
走
行
音
に
つ
い
て
最
大
限
の
注
意
を
払
う

と
と
も
に
、
早
朝
・
夜
間
に
お
け
る
騒
音
発
生
に
注
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
店
舗
周
辺
の
住
民
と
の



間
に
騒
音
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
真
摯
に
対
応
す
る
こ
と
。

６

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

店
舗
内
か
ら
発
生
す
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
産
業
廃
棄
物
と
一
般
廃
棄
物
と
を
適
正
に
分
別
し

て
く
だ
さ
い
。

分
別
さ
れ
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

７

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

周
辺
景
観
と
の
調
和
や
街
並
み
の
連
続
性
に
配
慮
し
、
著
し
く
不
調
和
と
な
る
意
匠
・
形
態
、
色

彩
等
は
避
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
一
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で



徳
島
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

令
和
三
年
一
月
四
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐

採
に
つ
き
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き

皆
伐
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六

号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

皆

伐

面

積

の

限

度

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

単
位
区
域
名

水

源

涵

養

保

安

林

土

砂

流

出

防

備

保

安

林

か
ん

祖

谷

川

七
六
〇
・
二
八

五
一
・
六
二

吉
野
川
中
流

四
七
四
・
九
一

九
五
・
六
〇

貞

光

川

一
三
八
・
〇
九

二
五
・
一
九

穴

吹

川

一
六
二
・
三
四

六
六
・
九
六

美

馬

北

岸

一
三
〇
・
五
〇

五
九
・
八
二

板

野

二
八
五
・
四
五

二
〇
六
・
三
四

鮎

喰

川

一
五
二
・
二
五

四
三
・
七
八

勝

浦

川

三
八
四
・
三
六

一
二
・
一
二

那

賀

一
、
五
八
八
・
六
三

一
二
一
・
二
〇

那
賀
川
下
流

四
三
・
五
八

六
・
〇
〇

日

和

佐

川

一
五
一
・
七
〇

八
・
七
二

海

部

川

五
七
八
・
四
二

五
七
・
六
六

計

四
、
八
五
〇
・
五
一

七
五
五
・
〇
一

備
考

単
位
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林



整
備
課
並
び
に
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
及
び
徳
島
県
総
合
県
民
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）




